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警 務 第 2 4 9 号

令和４年 1 0月 1 7 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則の一部を改正

する規則の制定について

この度 交番 警察官駐在所及び警備派出所の名称 位置等に関する規則の一部を、 、 、

改正する規則（令和４年10月青森県公安委員会規則第11号）が別添のとおり制定された。

、 、 、制定の理由及び内容については 次のとおりであるから 所属職員に周知徹底し

事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 制定の理由及び内容

八戸警察署中沢警察官駐在所の名称変更及び新築移転に伴い、所要の改正を行う

ため制定されたものである。

２ 施行期日

令和４年10月20日

担当：警務課企画係
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